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御
承
知
の
と
お
り
、
昭
和
三
十
四
年
八
月
、
日
本
と
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
以
下
「
北
朝
鮮
」
と
呼
称
。
）

の
両
国
赤
十
字
社
間
に
お
け
る
「
帰
還
に
関
す
る
協
定
」
を
も
と
に
、
同
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
北
朝
鮮
帰
還
事
業

が
開
始
さ
れ
た
。 

以
来
今
日
ま
で
、
一
八
六
次
に
わ
た
り
九
万
三
千
三
百
四
十
人
（
総
数
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
二
十
五
日
現
在
）

が
渡
航
。
そ
の
う
ち
、
日
本
国
籍
保
有
者
数
が
六
千
六
百
七
十
九
人
、
内
日
本
人
妻
数
は
千
八
百
三
十
一
名
と
発

表
さ
れ
て
い
る
。
出
発
当
時
「
北
朝
鮮
に
着
い
た
ら
必
ず
手
紙
を
出
し
ま
す
」
、「
二
～
三
年
し
た
ら
、
日
本
へ
里

帰
り
も
で
き
る
か
ら
」
と
渡
航
し
た
人
達
で
あ
る
が
、
以
来
二
十
八
年
を
経
過
し
た
現
在
、
一
人
も
「
里
帰
り
」
し

た
ケ
ー
ス
は
な
く
、
渡
航
者
の
多
数
が
今
日
音
信
の
な
い
、
消
息
不
明
者
と
な
つ
て
い
る
。 

手
紙
の
来
る
者
で
も
、
生
活
苦
を
訴
え
、
肉
親
と
の
再
会
を
願
望
し
て
い
る
。 
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四 

政
府
は
、
北
朝
鮮
帰
還
日
本
人
妻
の
安
否
調
査
を
ど
の
よ
う
に
行
つ
た
か
。
ま
た
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
明 

三 

現
在
、
在
日
北
朝
鮮
人
の
往
来
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
つ
て
い
る
か
。 

一 

北
朝
鮮
に
帰
還
さ
れ
た
日
本
人
妻
の
経
緯
に
つ
い
て
、
ま
た
、
渡
航
さ
れ
た
方
の
名
簿
は
あ
る
の
か
。
あ
れ

ば
な
ぜ
明
ら
か
に
で
き
な
い
の
か
。 

ま
た
、
手
紙
等
の
往
来
が
自
由
で
は
な
く
、
日
本
の
留
守
家
族
は
せ
め
て
も
手
紙
、
荷
物
が
確
実
に
北
朝
鮮
の

本
人
に
届
く
こ
と
、
ま
た
、
北
朝
鮮
か
ら
の
手
紙
が
確
実
に
日
本
へ
届
く
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
。
肉
親
の
高
齢

化
に
と
も
な
い
、
他
界
者
が
続
出
し
て
い
る
今
日
、
一
日
も
早
い
解
決
の
道
が
願
わ
れ
て
い
る
。 

二 

北
朝
鮮
帰
還
日
本
人
妻
が
「
里
帰
り
」
で
き
な
い
理
由
は
な
に
か
。 

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
き
た
か
。 

こ
の
よ
う
な
実
状
を
踏
ま
え
、
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

ま
た
、
家
族
が
北
朝
鮮
に
訪
問
し
て
面
会
で
き
る
方
法
は
な
い
の
か
。 

四 

 



 

 

五 

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

現
在
、
北
朝
鮮
と
日
本
と
の
郵
便
物
の
交
換
方
法
は
ど
の
よ
う
に
な
つ
て
い
る
か
。 

六 

日
本
か
ら
北
朝
鮮
へ
現
金
を
送
金
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
制
度
が
あ
る
か
。 

七 

北
朝
鮮
に
郵
便
物
が
届
い
た
か
、
届
か
な
か
つ
た
か
を
確
認
す
る
制
度
は
あ
る
か
。 

八 

万
国
郵
便
条
約
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
北
朝
鮮
あ
て
外
国
郵
便
物
に
対
し
て
、
日
本
国
内
に
お
い

て
調
査
請
求
が
あ
つ
た
事
例
は
あ
る
か
。
そ
の
場
合
、
政
府
は
ど
う
対
応
さ
れ
た
か
。 

九 

同
規
定
に
基
づ
き
、
外
国
郵
便
物
の
受
取
人
た
る
日
本
人
が
、
北
朝
鮮
に
対
し
て
郵
便
物
不
着
の
調
査
請
求

を
行
う
こ
と
は
で
き
る
か
。
そ
の
場
合
、
い
か
な
る
方
法
、
手
続
き
に
よ
れ
ば
よ
い
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


